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How Washington State accommodates the population growth projected for the next twenty years has been one 

of the most important and pressing issues. The Washington State Legislature in 1990 and 1991 adopted the 

Growth Management Act in response to the gridlock traffic in也isregion. One of the uniqueness in 1991 is 

the establishment of the three Growth Management Hearings Boards. This paper exarnines the decisions and 

orders by the Central Puget Sound GMHB to find its judiCial power and limitations. The GMHB has been the 

mediator arnong various interest groups such as the state， county， city and citizens. 
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1 .はじめに

本論では、ワシントンナliの州成長管理 (StateGrowth 

Management)制度を取り上げ、運用の経過記録より制度

の課題について考察する。

ナ1'1成長管理制度の昆約は、州言十商又は計画自標を車自に

ナ1'1内の自治体総合計画 (ComprehensivePlan)の整合性を

留り、バランスのとれた持続的成長を維持していこうと

する考え方である。現在まで 10のナ1'1において導入され

てきている (1)。既存研究では、ハワイ州、オレゴンナト!

など 1970年代に導入したナ1'1については運用による影

響分析の研究結果などがある (2)。しかし、 1980年

策定をベースとした成長管理法を制定する必要があると

いう考え方である。これに基づいて、 GM1が導入され

た。しかし、 GMIには以下に挙げる点で不備があるとさ

れた28): 1)州計画と自治体計画、及び自治体計商問で

の整合性確保をどのようなプロセスで実現していくか、

2 )もし、行政問で調整がつかない場合、どのように解

決を留るか、 3)いくつかの自治体の間での土地利用、

又は公共施設をめぐる公平な負担を、どのような枠組み

の中で実現していくか、 4).成長管現法が定める事項に

沿わない自治体に対する制裁猪援をどのようするか。こ

の4つに対する解決策として、 GMIIの中では独立的立場

代以降の州については、 (DeGrove:1984， 1992)， の新たな行政機関として GrowthManagement Hearing 

(Gale:1992)， (Wichermsham:1994)， (Nishiura:1997)な

ど、導入に至るまでの経緯を政治学的視点で分析したも

のや、導入された制度の比較分析を通じてナ1'1成長管淫制

度のあり方を論じたものがあるだけで、その後の経過か

ら制度の課題を探った成果は未だ少ない (3)。そこで本

論文では、制度の中で自治体計翻の策定期限を記してお

り、現在まで約 9割の自治体がナ1'1成長管理制度で定める

義務事項にそった計磁を策定しているワシントンナ1'1を対

象に、制度運用の実態と課題について考える。

現在の成長管理法 GrowthMan昌gementII (GM II: 

1991)に至るまでには、 GrowthManag邑mentI(GM 1: 

1990)の提案がなされている。 GMI導入の背景には、ガ

ソリン税の上昇をめぐる州議会での審議がある。交通イ

Board (GMHB) ( 5) を設け成長管理制度運用をめぐる行

政問の調猿機能を持たせることとした。突は、この

GMHBの設援が他ナi'Iと比べてワシントンナliの成長管理制

度の特徴的なしくみの一つであり、制度運用上重要な役

割を果たしてきた。日本における地方分権の推進、都市

計閣に関する行政の役割分担、そのための調盤機能の確

保などの議論には、このGMHB設立の意義と課題を明ら

かにしておくことが有意義と考える。

以下では、関係機関へのヒアリング結果及び収集資料

をもとに、まずGMIIの全体的枠組みを整理し、その中で

GMHBの設置も含めたGMIIの特徴的事項を示す。次に、

GMHBに持ち込まれた請願 (petition) (6)の内容及び

GMHBの判断を整理し考察を行う。そして最後に、

ンフラ整備財源として提案されたガソリン税率の上昇 GMHBの役割を中心にGMII運用の課題と今後の州成長管

{りを実施するのであれば、その増税分を有効に活用す 現制度のあり方についてまとめを行う。

るために土地利用を交通網整備とリンクさせる総合計画
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2.成長管理制度の枠絡み

ワシントン州の成長管理制度では、州計画機関、都

(County)、市 (City)がそれぞれGMrIの運用にあたる

(7 )。構造としては、ナi'IがGMIIの方針を示し、州法に基

づいて郡、市がそれぞれナ1'1法にそった計額づくりを行

う。 GMIIの逐用を受ける自治体(郡、市)は、 1 )人口

50，000人以上、又は過去10年間に人口増加が10%を超

える郡 (County)とその郡内の市 (City) (策定期限は1994

年7月1臼)、 2)過去10年間に人口増加が20%を超える

郡とその郡内の市(策定期限は1995年7月1日)、 3)そ

のf也、任意に参加をのぞむ務とその郡内の市(策定期限

は1995年7月1日) (8)、である。

GMIIで規定されている各行政レベルの役割を、以下に

列挙する。

州 (Departmentof Community， Trade and Economic 

Development): 1) ナi'I法で定める計画方針、事項の決

定、 2)郡計画方針(County'widePolicy Plan:CWPP)、

自治体計画の審査、 3)土地利用規制(LandUse Ordiゐ

nance: LUO)の審査、 4)支援、制裁措置の発令及び財

政、技術援助の実施

郡 (County): 1)郡計画方針の策定、 2)都市成長匿域

(Urban Growth Area:UGA)の設定、 3)市総合計薗への

意見、 4)土地利用規制への意見

市 (City):1)州法に定めるところの方針に沿った総合計

画策定、 2)総合計麗に沿った土地利用規制の制定

このしくみで重要な点は、郡の役割である。 GMIIの中

で州計画目標として挙げられている 13の項目: 1)市

街化に関して、 2)スプロールの防止に関して、 3)交

通施設整備に隠して、 4)アフオーダブル住宅に関し

て、 5)経済開発に関して、 6)個人の財産機保護に関

して、 7)開発許可/行政手続きの簡素化に関して、

8 )自然資源の保護に関して、 9)オーブンスベ}ス及

びレクレーション地域の保全に関して、 1 0)環境保護

に関して、 11) 市民参加と計画の調整に関して、 1 

2 )公共施設とサーピスに関して、 1 3 )歴史的資源の

保全に関して、に地域の課題 (regionalissue)を加え、郡

吉十甑方針の策定と都市成長区域の設定を行う。この捺、

機関としてGMHBがその任にあたる。以下では、 1)郡

計図方針の策定と都市成長区域の設定、 2)GMHBのし

くみ、について整理する。

2 - 1 .郡計画方針の策定と都市成長区域の設定

GM IIのRCW36.70A.210で、郡計画方針の策定が規

定されている。定めるべき項目 (MimimunStandard)と

して、 1)都市成長芭域の設定に関して、 2)都市的

サービス提供のための都市基盤整備に関して、 3)郡又

は州レベルで整備の必要性が検討される公共施設の整備

に関して、 4)郡交遜計画に関して、 5)成長に見合っ

たアフオーダブル住宅の建設に関して、 6)郡と市の言十

ii!iiの調整に関して、 7)経済開発計習に関して、 8)将

来の財政運営に関して、が挙げられている。

本規定の目標は、州と市の関の地域機関として郡を位

置付け、いくつかの市の関の調整を通して行政区域を超

える計画事項を決定することである。行政区域を超えて

対処すべき計商事項とは、都市成長区域の設定、ア

フオーダブル住宅の建設、広域レベルで検討すべき公共

施設整備がある。

都市成長区域については、 GMIIのRCW36.70A.II0 

で定められている。この規定の中で、郡内の市域につい

ては成長震域内に含まれるものとされている。市行政震

域を超えて含まれる地域については、周辺との途携を考

慮して判断するものと記されている (9)。成長区域指定

の箆的は、 1)無秩序に広がる市街化の防止、 2)環境

保護、自然資源及びオーブンスペースの保全、 3)公共

施設及ぴ大量輸送機関の導入、利用を支える適度な密度

での掬発の促進、である。成長[R域を定める際には、

OFMによる 20年人口予測を基に設定が進められる。

以上のように、郡計画方針及ぴそれに基づく都市成長

区域の設定の中で郡が市との調整を通してGMIIの運用

にあたる。

2 -2. Growth Management Hearing Boardのしく

み

Growth Management Hearing Board (GMHB)の役:割

ナ11機関であるOffic邑 ofFinancial Management (OF~のが は、成長管理の実施に関わるナ1'1と自治体(郡、市)、自

示す人口予測値を郡内の各市に配分するという役割があ 治体問、行政と市畏との関の意見の対立の務停を行うこ

り、この配分衰の大小により都市成長区域の広がりが左 とである。 GMIIのRCW36.70A250から345で規定され

右され、かつ市の総合計商内容にも影響を与える。した ている。透常、このような対応は訴訟となり司法による

がって、郡内の自治体を調整すると問時にその人口援計 判断が下される場合がヨ替えられるが、ワシントンナ1'1の成

値の最終設定をめぐってOFMとの交渉も諜せられてい 長管理の枠組みでは、訴訟の前にGMHBが調停を行う。

る。このように、郡を介して州計画呂標の実現がGMII運 GMHBは3つあり、それぞれが各々の所管を持つ:

用の枠組みの中で毘られるしくみとなっており、州、 Eastern GMHB， Central Puget GMHB， West芭rnWash. 

郡、市、それに市民との関で調整がつかない場合、調停 ington GMHBo Boardは、州知事により任命された 3人
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図1. 3つのGMHBの管轄範閥

の委員から構成され、少なくとも l人は法律の専門家、

1入は行政プランナーとして最低 6年間以上の笑務経験

を持つ者、とされている。図 2に、 GMHBの調停及び意

志決定に関わるフローを示す。行政及び市民がGMHBに

訴えることのできる事項は以下のことである。

#1(各州機関) : 1) 自治体(郡、市)が、総合計商、

開発規制を定めない場合、 2)郡が郡計画方針を定めな

い場合、 3)自治体(郡、市)がGMIIで定められた事演

に反する総合計商、開発規制を定めた場合。

自治体(郡、市) : 1) OFMよる 20年人口予郡に関し

て、 2)郡と郡内の自治体との簡でのcwpp策定に関し

て、 3)周辺の市との問で意見の対立が生じた場合。

市民:成長管理の中のGMHBに関する条項の中での市民

の定義は、個人(indivisual)、合名会社(partnership)、法

州、郡、市、市民による請願

争点となる基本的事攻として、
• GMIIが記すま義務事.Jj{の遂.i!Hこ持唱して
• OFMが示す人口予泌f疫に関して
@ 郡吉tu霊方針、都市成髭区域の設定に関して
@ 市総合計額、土地利用波宮IJの内容に!濁して

~ 
G.M.H.B. 

@ 知事により任命された3人の委奥から構成される
(法律専門家、行数プランナーなど)

@ 窓五宮、決定に用いられる記録として、行絞殺告勢、
都市計E童書~j司会の窓見、公総会の記録、対象となる総
合計額/規劇、関逮する良治体条例である。
@ 対象となる総合計額/規制が正式にまEめられてか
ら60日以内に訴えること。
• GMHBがiE王立に訴えを受けた白から 180B以内
に判断が下される。

-=L_ム=--
市又は郡が、成長管E霊法に反していると判断された場合、
州綴助金の停止、以下に認す課税機の停止が災施される。

-motor vehicle fuel tax -liQuor excise tax 
ーurbanarterial trust acount -real estate excise tax 
-sales and use tax 

国2. GMHBの意志決定フロ}

出典:RCW36.70A250から345を基に作成

人(corporation)、社団(association)が挙げられている。

このような市民に対して、 GMHBに訴える権利が生じる

のは、該当する計画の策定プロセスにおいて、 1)計画

委員会が行うワークショッブ、公聴会に全て参加してい

ること、 2)意見番を提出していること、 3)公聴会等

で質疑に立っていること、が求められる。

以上に挙げた者より訴えがあった場合、 Boardが開催

され、 GMHBが訴えを正式に受けた白から 1808以内

に判断が下される。自治体がGMIIに反していると判断さ

れ従わない場合、制裁措震が発動される。

3. GMHBへの請願と決定

本節では、 GMHBに持ち込まれた議願内容から制度運

用の課題を考察する。前節で述べたように、 GMIIでは書官

がOFMの人口推計伎を基に郡計蘭方針、都市成長区域の

設定を行う。この際、 OFMのイ夜、都計画方針の内容、都

市成長区域の範盟などについて行政問又は市民との問で

意見の対立が起こる場合が考えられる。通常であると調

撃がつかないと訴訟に持ち込まれる場合があるが、ワシ

ントンナト!の場合はその調停機関としてGMHBが設けられ

ている。以下では、 3つあるGMHBの内、 CentralPuget 

GMHB (以下はC-GMHB)に持ち込まれた 1992年から

199 5年の間の請願内容およびそのその決定から運用

の実態を考察する。 C'GMHBの管轄は、 King，Pierce， 

Snohomish， Kitsapの 4つの郡からなり、 King郡にはSe-

attle市が、 Pierce郡にはTacoma市がそれぞれ位置す

る。この 4つの郡を合わせた面積は全ナト!ことの約 10 %で

あるが、その人口は州人口の約 60%を占める。ワシン

トンナ1'1で最も市街化が広がる地域である。期間を 199

2年から 1995年としたのは、 GMIIの適用を受ける自

治体の計画策定期限が 1994年、 1995年となって

いること治宝ある (10)。

表 1に、各請願とその中で議論された法的争点(legal

issue)の数を示す。請願の数は 42あり (11)、市民と行

政の関が 38 (郡に対しては 19、市に対しては 1

9 )、行政問が 4 (市と郡の隠が3、郡と OFMの間が

けとなっている。市民の訴えが多いのは、市民の立場

で行政簡の問題に意見したものも含まれていることによ

る。争点の数についてみると lから 86と幅があるが、

これは訴える側がある特定の項百を取り上げるか、また

は総合計画の各項窓について意見するかの違いによる(l

2)。先に述べたように、ワシントン州の成長管理制度で

は他州と比べてGMHBの設置と、郡計画方針の策定、都

市成長区域の設定にみられる郡の役割が特徴であり、そ

の根幹をなす。しかし、 GMHBはGMIIに基づく行政機関ー

であり、裁判所とは異なる。その場合、 GMHBの決定の
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表 1. Central Puget GMHBへの諸原と各争点数

年番号 E費 額 名 争点数

1992 {11 James C.nTo回q出gyl v e Cvit.y KdinMg c町o田unr Is凶対 10 
[21 City of Snoqualmie v. King County 7 
[3] Gutschmidt. et al.， v. City of Merc町 Isl自主d 18 

1993 (4) Twin Falls，lnc.， et al. v. Snohomish County 
[5) City of Edmonds， City of Lynnw∞d v. Snohomish County 11 
[61 Happy Valley A時間，Cityofls田中ぬ，eta1. v. King 

[71 NorthgateMall Partnership v. Seattle 2 
[81 Ass凪 ofRural毘，esidentsv. Ki国 pCounty

1994 [91 City ofTa∞ma， City of Milton， et al. v. Pierce County 8 
Fotl v. King County 
BlackD祖師000v. King County 3 

i121KFEittesanpd Citizens For Rural preservationet ai.v.2G2時pCounty
[13] Friends OfThe Law And Bear er.田kCilizens For Growth 4 

Managemenl v. King County 
[14J S翻 berg，et a1. v. City of BOlhell 
[15J Aallard v. CityαBothell 13 

[16J CityofSumnerv.B曲 rdAnd Cily of Pacific 
[17J Kilsap County v. Office of Financi.1 Managemcnl 
[18J Wesl Seaule Defense Fund v. City of S倒 Ile 11 
[19J Pilchuck-Newberg v. Snohomish Counly 6 

[20J Robison et .1. Y. City of B剖nbridgeIs 63 
[21J Slatlen v. Sleila江田m 10 
[22J Hensley v. Snohomish Counly 

1995 [23J V描品叩司M拙rYv. King CounlY 64 

[24J Cluld問，'sAlliance v.αty of Bellevue 12 
[25J City of Gig羽田加r，剖al.， Y. Pie問 Co川町 15 
{26J Bremerton v. Ki回pCounty 86 
(2ηWest Seattle Defense Fund，剖al.v. City of Seattle 4 
[28J Alberg，田a1.v. KingCo凶ザ 12 
[29J H叩 slcyv. Snohomish County 3 
[30] Concemcd Citizens For Sky Valley v. Ciyl of Gold Bar 4 

[31J Pilchuck v. Snohomish County 5 
β2J Burlin針。nNo武担em畏ailroadv. City of Au垣間n

[33J Assoc. To Prolect Anderson C陪ek，剖a1.v. City ofB同merton 20 
[341 Somh Bellevue Parlners Limited Partne四Iupv. City of 6 

Bellev出凱dIssaquah 
β5J Agriculture ForTomorrow v.αty of Arlinglon 15 
β6J Sky Valley， et a1. v. Snoho問時hCou則Y 69 
β7) Peninsul除Neighbor泌odAssoc. v. Pierce County 5 
β8J Be問問ヴa，el a1. v. Ciyt of Redmond 19 
[39J West Seattle Defense Fund v. City of Sealtle 4 
[40) Hapsmilh， et a1. v. City of Aubum 7 
[41} Shulman v. City of Bellevue 3 
i42J Hayes v. Kilsap County 

Ii) r-Jは、滋原告受けての議事の中で争点というかたちで列挙せず、各々の主

張としてまとめてlIGi遣されている

Iii奥:Central GMHBでの収集資料を主主に作成

範閉がどこまで許容されるのか、または認められるので

あろうか。郡計画方針と都市成長区域に関連して、郡内

自治体の土地利用権限を侵害するのではないか、といっ

た問題が考えられる。この 2つの視点から、各請願を受

けての議事内容と決定を整理し考察する。

3 -1.  G MトfBの権額(jurisdiction)に関して

GM託BはGMIIのRCW36.70A250に基づいて設立され

た準司法的権限を有する機関(司uasi.judicial呂gency)であ

る(13)0 r準司法的jであるがゆえにその権限がどこま

で及ぶのかが制度運用に係わる重要事項と考えられる。

GMHBの権限が一つの争点となったものに、 13]. 116]. 

1191. 1341がある。この 4つの議事内容からみると、以下

の 2つの事項についてはC-GMHBの権限が制限されてい

ることがわかる: 1)合衆国憲法及び州憲法に係わる判

断、 2)他の制定法 (commonlaw)に係わる判断。

131では、 G MfIにそった環境保護地区指定が個人の財産

権侵害にあたるかどうか、またそのことをC-GMHBが判
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断できるか否かが争点となった。市の主張は、 C-GMHB

にその機長裂がないとし、最終決定としてC-GMHBも合衆

国憲法第 S修正 (FifthAmendment)に係わる判断の権

限はないとした。このことは f可法的J権限にとどまる

一行政機関としては当然であり、この理由の一つにメン

バ}構成があると思われる。 2霊震で重量理したように

GMHB は3名から構成され、必ず一人は都市計画プラン

ナーが含まれてることが規定されている。法律専門家以

外を含む委員会が慾法条項に判断を下すのには限界があ

るのは当然であり、このことは Western， Eastern 

GMHB も含めて、 GMHBが調整機関としての役割に留

まっている理窃でもある。

1191では、森林保護地亙から一部開発可能な森林地区

への指定見直しに関して争点となった。 C-GMHBの格段

が議論された点は、指定見直しのような個別の手続きに

まで及ぶのかということである。市民団体である

Pilchuck は権限が及ぶことを主張し、郡はその反対を

唱えた。基本的に、 C-GMHBはGMHにその設立根拠が

あるためGMIIに係わる全ての行為に対してその権限が

あるほCW36.70A280)。しかし、この請願における郡

の主張では、議会が制定する行政区域全般を対象とする

行為 (legislative)(14) についてのみであるとし、指定

見複しのような一部地底を対象とする行為はその範務で

はないとした。最終的に、 C-GMHBは郡の主張を退け、

一地区の行為であっても GM[Iの義務事項 (15)に関連

し、決定の影響がGMII運用そのものに及ぶ件に関して

はC-GMHBに権限があるとした。

1161では、市行政界の拡大をめぐって State Bound-

ary Review Board (SBRB)とC-GMHBのどちらの判断を

優先するかが争われ、 SBRBの判断が優先される決定と

なった。漫砲は、 SBRBの設立根拠法である

RCW36.93.160が特定法 (specificstatute)、GMHが一

般法 (generallaw)であり、この 2つが相対した場合に

は特定法が優先されるとすることによる。全ての市行政

域が都市成長区域に含まれることとする規定を考える

と、市域の拡大は都市成長区域のとり方に大きく影響す

る。しかし、その内部の市域の拡大にGMHBの権限が及

ばないとするこの決定だと、 SBRBの判断が都市成長震

域の範囲設定に関与することなる。

3 -2.郡計蘭方針と都市成長区域に関して

2 -1.で述べたように郡計画方針の策定項目ーっと

して都市成長毘域が含まれている。 OFMの人口推計債を

基にそれを郡内の各市に配分するわけであるが、市域を

拡大するのか否か、するとしたらどの程度か、しないと

したらその増加分をどのような方法で吸収するのか、と



いうことを市の意向、郡吉十蘭方針で取り挙げた地域の課

題と合わせて配分蚤を決め成長区域を設定していく。し

たがって、表 lに挙げた請願の議事内容からは、 1) 

OFMの人口推計値を郡、市ではどのように見ているか、

上限値か下限僚か、 2)配分債をめぐる市域の拡大、人

口増加分の吸収方法など、 GMIIの義務事項と市の土地利

用計図、規制の権限に関する問題、の大きくは 2つのこ

とが争点となっている。請願の中で、 OFMに関しては、

181. 117J， 1231に、郡計画方針に関しでは 121.151. 1261. 

1361に、都市成長fR域に関しては 181ぺ91.1261.1231.1361 

でそれぞれ取りよげられている。

1171 は、都がOFMの人口捻言十倍の妥当性を争点にした

最初の請願となっている。争点としては、都がその推計会

値を上限値としてみるか、下限伎としてみるかという点

である。上限値としてみる場合、それ以上の人口予測値

を想、定して都市基盤施設整備、市街化匿域を決定できな

いわけであるから、i7llえば住宅開発を考えた場合その量

は限られアフオーダブル伎宅の提供にはおのずと限りが

でてくる。下限値とみる場合、それ以上の人口をどのよ

うな方法で吸収するかということが問題となる。 GMHB

の判断では、デ}夕、予測手法、実状など郡が考える推

計方法と推計値が、 OFMのそれよりも妥当であるという

証拠の俊滋 (preponderanceof evid日nce)を示すことを

求めた。これは、 1231の請願の決定にもみられ、 OFM推

計値から上下 25%の範閤内におさめ、証拠の優越を示

すこととされた。 OFMの値を一つの実質的自安として、

それにそれぞれの郡の実状を加味するという手続きに重

点を置いた判断といえる。

121の議事内容には、郡計画方針の目的が論じられてい

る: 1) 整会性確保 (consistency)、 2)行政機能の再編

(transformation of governance)、 3)コンパクトな市街

化の実現 (compacturban dev己lopment)。この内、

2 )、 3)が都市成長思域の設定に関連する。郡内の全

ての市域を内に含めること、そして基本的に都市的サ}

ビス (16)の提供は都市成長区域内に留めることにより、

市と郡の役鋭を見直そうとする考え方である。この場合

に、当然ながら都市成長区域の範留の程度により計薗方

針の内容が変わってくる。 151では、郡計画方針の中のイ

ンセンティブを伴う高密度開発推進が取り挙げられた。

これは、郡言十蘭方針の都市成長区域設定の中で将来の開

発底域を既成市街地を中心としたためで、市の主張は高

密度開発を推進する規制やそれに伴うインセンテイプの

設定を義務づけることは、市の土地利用滋限 (localland

use power)を侵害するものであるとしたσC-GMHBの決

定は、方針は義務事項ではなく郡と市の跨で協議のよで

実現をめざすというもので、その協議の手続きに関して

はGMIIではなく行政法である InterlocalAgreement Act 

(ILAA)によるとした。この内容は、郡計蘭方針、都市成

長度域に関する他の請願でも同様の決定となっている。

しかし、コンパクトな市街化を郡計画方針、都市成長区

域を通じて実現を図っていくのであれば、協議に任せる

だけでなく GMHBの明確な判断が必要と思われる。これ

では、都市成長区域やOFM僚の捉え方に関して協議をた

てに根拠の優越が示され、 GMIIの目標が損なわれかねな

い。この問題は、土地利用権限に留まらずGMIIの根幹に

係わる問題でもある。

4.結 び

本論では、ワシントンナト!の成長管理制度を対象に、

Central Puget GMHBに持ち込まれた請願内容とその決定

から、他ナ1'1の制度と比べて特徴的と恩われるGMIIの事演

を透して考察してきた。 GMHBの権限については、 1 ) 

慾法に関する事項、 2) SBRBのRCW36.93.160など特

別法にからむ事項、についてはその権限が及ばないこ

と、そして郡計画方針の都市成長区域設定でも義本的に

自治体問の協議に重点を震いていること、などがみら

れ、 C-GMHBは決定的な判断を下すというよりも調停機

関としての役割があることが請願内容とその決定から裳

付けられた。しかし、その設匿には以下の 2つの点、で評

価できる。一つは、独立性に関してである。上記のよう

にその権限には限界があるものの、表 lに挙げた運用経

過からみると、ナi'I、自治体、市民がそれぞれの立場で主

張し、それをGMHBのJレー jレに員uって判断され、その議

事内容が一般に公開されている。もし、 GMHちが設寵さ

れていない場合、本論の仁村で取り挙げた諮願内容はGMII

運用を主導する側(ナ1'1または郡)が受けることになり、

GMHBのようにそれぞれの主張から争点を明らかにし適

正なjレールにそって解決へと導けるか疑問である。二つ

には、受けた請願に迅速に対処し迅速性カ宝確保されてい

ることである。これは、 GMHBの規程でも示したように

1 8 0 B以内に決定を下すということがある。もし、

GMHBではなく司法が対処した場合、期間も延びるであ

ろうし、訴訟費用の負担の問題もでてくる。この場合、

市民が主張することにも影響が及ぶと考えられる。以上

のように、その権限には限界があるものの独立した調停

機関としてGMII運用に重要な役鋭を果たしてきていると

言える。その他の州の経過分析を遥じて、 GMHBのよう

な機関設置の必要性の是非をまずは確認する必要がある

が、ナ1'1成長管理という言わばトップダウンの計画体系の

実施には、当該行政から独立した機関の設置をもって市

民サイドも含めた幅広い主張を取りよげ、争点を明らか

にし進めていく必婆があると，怒われる。
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i補注i
(1)ナ'"によっては、 GrowthManagementと合わせて StatePlanning 
としている。 10の汁!とは、 Oregon，Hawaii， Washington， Maine， 
Vermont， Rhode Island， New J ersey， Mary land， Georgia， Floridaで、
ある。(文献20より)
(2)特に、 Oregon州については、 GerritKnaap and Arthur C. 

Nelson， " The Regulated Landscape"， Cambridge， MA: Lincoln Insti. 
tute of Land Policy， 1992があり、 Salem市、 Portland市を事例に
都市成長境界線 (UrbanGrowth Boundary)の地価及び住宅価格
への影響をヘドニックj去を用いて評{部分析している。
(3)実際、ナトli去が施行されてから 5年以上過ぎているが、未だ自
治体計商策定中または州計画機関による自治体計画審査中である
場合がある。その要問には、都市計画専門家などスタッフの人員
不足が挙げられている。(文献20より)
(4) 3 %から 9%への上昇。(文獄28より)
(5) RCW 36.70A.270には、 GMHBの3名の委員の公的立場、遊
守規穏なとぞが認されている。例えば、行為により罷免されるのは
ナ'"最高裁嘗席裁判官を長とする委員会での審議を経てのみとなっ
てU、る。
(6)当事者がGMH剖こ行う申し立てのこと。
(7)ワシントン州では、市が288、君f>が39ある。
(8) RCW 36.70A.040 (3)では、 GMIlが適用される自治体の条件
(人口、増加率など)、およびそれぞ、れの自治体に諜せられて策

定期夜カT記されている。その中で、策定期限が 19 9 5年とされ
た自治体については、 18 0 Bまでを限度として期限の延長カT認
められる。
(9)都市成長区域 (UrbanGrowth Ar巴a)を広げる場合どのような
絞拠または条件が考えられるか、または匿士或外地域 (ruralarea) 

とはどのような条件なのか、については、請願の181.191. 1231， 
125).126).136)で議論されている。区域内の市域で将来人口を吸収
しえないと考えられる場合は、以下の4つの条件を満たすことが
記されている;1)新たなコミコーニティーの形成に関するRCW

36.70A.350の条件を満たすこと、 2) リゾ}ト計画地に関する
RCW 36.70A.360の条件を満たすこと、 3)既に市街化が進行し
ていることに関するRCW36.70A.llO(1)の条件を満たすこと、
4 )既成市街地からの連続の絡認に関する RCW36.70A. 110(1) 
の条件をj持たすこと。
(10)補注(8)での記したように、期限に策定できない自治体もあり
1995若手までで会てではない。諸綴数で見ると 1995年を頂点とし
て、 1996年、 1997年と減ってきている。また、 1992'年からの
議願と決定内容を見ていくと、後の請願と決定は、以前の講綴の
決定(特に92年、 93年、例年)を基にその決定絞拠の迎論が組
み立てられている。これは、 GMHBの判断の一実t主と関係する。
(11)本論の42という数は、同一請願に対して申立て(Dispositive

Motion)、最終決定と命令(FinalDecision and Order)、決定遵守事
項(Findingof Compliance or Noncompliance)などを一つの請願と
してまとめた数字となっている。
(12)例えば、 86の争点が挙げられている翁腕26)のBremertonv. 

Kitsap Countyの場合、 OFM人口予測値、都市成長匹域、区域外
地域 (ruralarea)、都市基盤施設獲備 (capitalfac出 yplan)、公共
施設の立地、森林保護地域、開発規制の各項目安芸に法的争点を挙
げて記録されている。
(13) Administrative tribunal (行政審判所)、 Adminぉtrative

board (行政委員会)など、法的紛争について，審議し、事実認定
をし、 「司法的性質を有する権限jをもって法的判断をする機
関。(田中英夫編、 「笑米法辞典j、東大出版会より)
(14) legisl昌弘veの一般的マ滋味は、議会が法定されている立法手続
きを踏んで笑絡する行為である(田中英夫 編、 「英米法辞
典j、東大出版会より)。本論の中ではこれが問題となるのは、
1) GMIIを根拠とするGMHBの判断が談会を経た行為までなの
か、行政判断も含まれるのか、 2)争点となっている行為が、
legislati veなのか administrativeなのか、という大きくは 2つの
点があると忍われる。
(15) RCW 36.70A.060のNaturalresource lands and ciritical ar. 

eas'Dev邑lopmentregulation.， 
(16)これは、 RCW36. 70A.070のConcurrency条項に関返する。
Concurrencyとは、開発によるインフラへの負荷が計蘭で定めた
整備水準を著しく低下されると予測される場合、開発を規制する
という考え方である。このインフラに含めるものとして、明記さ
れている交通に関するものと、一般的な表記のPublicFacilities 

and Servicesがある。後者をどのように解釈して何をそのインフ
ラとして含めるかは各自治体によって異なる。したがって、この
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2つの事Z廷に関連するインフラをもって都市的サ}ピスの提供
を闘っていることとなり、このサーピスが得られる区域を都市
成長底域としている。 ドloridarトlの成長管理包括法にもこの考え
方が盛り込まれている。
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